
「デジタル田園都市国家構想総合戦略」について 

１．概 要 

社会情勢がこれまでとは大きく変化している中、国は「デジタル田園都市国家構想※」 

  のもと、地域の個性を生かしながらデジタルの力によって地方創生の取組を加速化・深化 

  させていくため、令和 2年に策定した第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本 

  的に改訂し、2023 年度を初年度とする 5ヵ年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を 

  新たに策定しました。 

※デジタル田園都市国家構想とは「新しい資本主義」の重要な柱の一つであり、デジタル技術の 

活用により、地域の個性を活かしながら、地方の社会課題の解決、魅力向上のブレイクスルーを 

実現し、地方活性化を加速することを目的にしています。 

２．デジタル田園都市国家構想総合戦略の全体像 

  資料４のとおり 

３．本市の対応 

 まち・ひと・しごと創生法の規定により、令和 4年 3月に策定した「第２期 磐田市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂を行います。 

 第 2 期総合戦略の改定にあたり、「国の手引き」や「県の対応方針」を参考に、改訂案

を作成します。 

 令和 5年度の行政経営審議会に改訂案を諮り、ご意見をもとに修正を加え、令和 5年

度中に策定を完了する予定です。 
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